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番
号
法
第
３
０
条
に
よ
る
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
の
読
替
え
及
び
個
人
情
報
保
護
条
例
の
対
照
表
 

＜
※
情
報
提
供
等
記
録
（
番
号
法
第

2
3
条
）
の
利
用
・
提
供
の
制
限
に
関
し
て
＞
 

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
 

神
戸
市
個
人
情
報
保
護
条
例
 

「
読
替
え
」
を
ふ
ま
え
た
本
市
の
 

対
応
（
案
）
 

読
替
え
前
 

読
替
え
後
 

現
 
行
 

（
利
用
及
び
提
供
の
制
限
）
 
 

第
八
条
 
 
行
政
機
関
の
長
は
、
法
令
に
基
づ

く
場

合
を

除
き

、
利

用
目

的
以

外
の

目
的

の
た

め
に

保
有

個
人

情
報

を
自

ら
利

用

し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 ２
 
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
機

関
の

長
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

認
め

る
と

き
は

、
利

用
目

的
以

外
の

目
的

の
た

め
に

保
有

個
人

情
報

を
自

ら
利

用
し

、
又

は
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

保
有

個
人

情
報

を
利

用
目

的
以

外
の

目
的

の
た

め
に

自
ら

利
用

し
、

又
は

提
供

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
本

人
又

は
第

三
者

の
権

利
利

益
を

不
当

に
侵

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

一
 
 
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
又
は
本
人

に
提
供
す
る
と
き
。
 
 

二
 
 
行
政
機
関
が
法
令
の
定
め
る
所
掌
事
務

の
遂

行
に

必
要

な
限

度
で

保
有

個
人

情
報

を
内

部
で

利
用

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て
相
当
な
理
由
の
あ
る
と
き
。
 
 

三
 
 
他
の
行
政
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、

地
方

公
共

団
体

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

に
保

有
個

人
情

報
を

提
供

す
る

場
合

に
お

い
て
、
保
有
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
 

（
利
用
及
び
提
供
の
制
限
）
 

第
八
条
 
 
行
政
機
関
の
長
は
、
利
用
目
的
以

外
の

目
的

の
た

め
に

情
報

提
供

等
記

録
を

を
自
ら
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

  （
適
用
除
外
）
 

                     

（
利
用
及
び
提
供
の
制
限
) 

第
9
条
 
 
実
施
機
関
は
，
個
人
情
報
を
取
り
 

扱
う
事
務
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
 

に
，
個
人
情
報
を
当
該
実
施
機
関
の
内
部
 

に
お
い
て
利
用
し
，
又
は
当
該
実
施
機
関
 

以
外
の
も
の
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

た
だ
し
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
 

す
る
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(1
) 

法
令
等
に
規
定
が
あ
る
と
き
。
 

(2
) 

本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。
 

(3
) 

個
人
の
生
命
，
身
体
又
は
財
産
の
保

護
の
た
め
，
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(4
) 

前
3
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
，
実

施
機

関
が

審
議

会
の

意
見

を
聴

い
て

公
益

上
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き
。
 

2
 
実
施
機
関
は
，
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
 

に
よ
り
，
個
人
情
報
を
利
用
し
，
又
は
提
 

供
す
る
と
き
は
，
個
人
の
権
利
利
益
を
不
 

当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 番
号
法
第
3
0

条
の
読
替
規
定
の
趣
旨

を
ふ

ま
え

、
情

報
提
供

等
記
録

の
目
的

外
利

用
を

禁
止

す
る
こ

と
が
求

め
ら
れ

る
。
 

資
料

２



2
 

 

者
が
、
法
令
の
定
め
る
事
務
又
は
業
務
の
遂

行
に

必
要

な
限

度
で

提
供

に
係

る
個

人
情

報
を

利
用

し
、

か
つ

、
当

該
個

人
情

報
を

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

相
当

な
理

由
の

あ
る
と
き
。
 
 

四
 
 
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
専
ら

統
計

の
作

成
又

は
学

術
研

究
の

目
的

の
た

め
に

保
有

個
人

情
報

を
提

供
す

る
と

き
、

本
人

以
外

の
者

に
提

供
す

る
こ

と
が

明
ら

か
に

本
人

の
利

益
に

な
る

と
き

、
そ

の
他

保
有

個
人

情
報

を
提

供
す

る
こ

と
に

つ
い

て
特
別
の
理
由
の
あ
る
と
き
。
 

３
 
 
前
項
の
規
定
は
、
保
有
個
人
情
報
の
利

用
又

は
提

供
を

制
限

す
る

他
の

法
令

の
規

定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

４
 
行
政
機
関
の
長
は
、
個
人
の
権
利
利
益
を

保
護

す
る

た
め

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
保

有
個

人
情

報
の

利
用

目
的

以
外

の
目

的
の

た
め

の
行

政
機

関
の

内
部

に
お

け
る

利
用

を
特

定
の

部
局

又
は

機
関

に
限
る
も
の
と
す
る
。
 

            （
適
用
除
外
）
 

  （
適
用
除
外
）
 

 
 

  


